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南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題
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地
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植
民
地
盤
皆
に
於
て
基
本
的
に
し
て
最
も
重
要
な
る
問
題
は
土
地
制
度
の
問
題
で
あ
る
。
猫
逸
の
植
民
製
者
チ
ン
マ

1

7
ン
は

「
従
来
の
経
験
に
よ
れ
ば
植
民
地
費
建
の
前
提
を
た
す
も
の
は
土
地
制
度
で
あ
っ
て
、
植
民
地
が
将
来
如
何
に
護
達
す
る
か
は
係
っ

て
、
此
庭
に
あ
弘
」
と
い
ふ
て
居
る
。
依
っ
て
余
は
設
に
本
群
島
の
重
要
問
題
と
し
て
一
、
二
の
土
地
問
題
に
就
き
研
究
考
察
を
し

て
見
た
い
と
思
ふ
。

Alfred Zimmermann: Kolonialpolitik 1905 S. 365 1) 



=
、
土
地
調
査
の
問
題

南
洋
島
が
我
が
閣
の
統
治
下
に
置
か
る
与
や
先
づ
第
一
に
考
究
す
べ
き
問
題
は
、
群
島
に
於
て
は
岡
市
し
て
如
何
な
る
種
類
の
土
地

が
幾
何
面
積
あ
り
や
、
而
し
て
共
の
所
有
櫨
は
如
何
友
る
関
係
に
あ
り
や
、
又
共
の
利
用
情
態
は
現
在
並
に
将
来
に
於
て
如
何
、
特

に
農
業
上
に
利
用
せ
ら
る
べ
き
土
地
D
情
態
は
如
何
等
、
所
謂
土
地
調
査
の
問
題
で
あ
っ
た
。
此
慮
に
於
て
我
閣
は
直
ち
に
共
の
調

査
に
着
手
し
た
る
も
の
友
る
が
、
今
其
白
大
要
を
土
地
調
賓
の
方
法
と
、
共
の
結
果
と
に
分
ち
て
述
ぶ
れ
ば
戎
の
如
し
。

一
土
地
査
調
の
方
法

我
国
は
大
正
十
二
年
、
臨
時
土
地
調
査
事
業
を
起
し
、
主
と
し
て
官
有
地
及
非
島
民
の
所
有
地
に
就
き
境
界
、
地
目
、
面
積
の
調

率
を
友
し
、
併
せ
て
島
民
所
有
地
の
地
目
に
就
き
て
大
様
を
調
斉
す
る
と
と
L
し
た
り
。
市
し
て
此
の
事
業
は
同
年
十
二
月
よ
り
着

手
せ
ら
れ
、
大
正
十
四
年
六
月
起
に
サ
イ
バ
ン
島
を
、
昭
和
二
年
九
月
迄
に
パ
ラ
オ
諸
島
の
内
コ
ロ

l
ル
、
マ
ラ
カ
ル
、
ア
ラ
カ
ベ

サ
ン
、
パ
ベ
ル
グ
オ
プ
島
を
、
昭
和
五
年
二
月
迄
に
ポ
ナ
ペ
島
を
、
昭
和
六
年
六
月
迄
に
ロ
グ
島
を
、
同
七
年
二
月
迄
に
ヤ
ツ
プ
島

を
、
共
後
ト
ラ
ッ
ク
ー

ヤ
ル

l
ト
、
ク
サ
イ
諸
島
を
調
賓
し
、
昭
和
七
年
を
以
て
共
の
大
龍
を
完
了
し
た
り
、
裁
に
於
て
昭
和
八
年

よ
り
島
民
地
に
就
き
其
の
所
有
者
及
び
境
界
の
奈
定
を
な
す
と
と
L
な
り
、
既
に
ぺ
習

H
ユ
1
、
サ
イ
パ
ン
ニ
島
を
終
り
、
現
今
パ

ベ
ル
グ
オ
プ
島
に
於
て
調
査
中
た
り
と
云
ふ
。

而
し
て
是
の
土
地
調
査
に
闘
す
る
規
桂
と
し
て
は
、
一
大
正
十
四
年
十
月
の
南
洋
令
第
十
二
銃
、
南
洋
群
島
土
地
調
禿
規
則
、
二
大

正
十
五
年
四
月
の
南
洋
麗
訓
令
第
四
践
、
土
地
調
歪
賓
地
調
斉
規
定
、
巴
南
洋
臨
訓
令
第
五
続
、
土
地
調
夜
園
根
測
量
規
程
、
例
昭

和
八
年
十
月
の
勅
令
第
二
百
六
十
三
競
、
南
洋
詳
島
土
地
調
夜
令
、
竹
町
勅
令
第
二
百
六
十
四
銃
、
南
洋
臨
土
地
審
斉
委
員
合
令
等
が

護
布
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
共
の
最
も
重
要
た
る
問
題
は
土
地
の
所
有
櫨
及
び
其
の
範
圏
の
確
定
に
闘
す
る
と
と
で
あ
る
。
而

も
此
の
問
題
は
土
地
白
樺
利
義
務
を
理
解
せ
る
内
外
人
に
謝
し
て
は
比
較
的
簡
単
に
賓
行
せ
ら
る
L
も
、
土
地
の
権
利
義
務
を
理
解

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題
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南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

せ
や
、
共
の
法
律
制
度
に
慣
れ
ざ
る
島
民
に
劃
し
て
は
甚
だ
困
難
な
る
問
題
に
し
て
深
甚
の
注
意
を
要
す
る
所
で
あ
る
。
従
て
本
群

島
に
於
は
初
期
の
官
有
地
及
非
島
民
有
地
に
於
け
る
調
査
は
患
に
南
洋
臨
令
を
以
て
し
、
共
方
法
と
し
て
は
土
地
を
岡
・
畑
・
榔
子

園
・
宅
地
・
祉
寺
地
・
墓
地
・
池
沼
・
林
野
・
牧
場
・
雑
種
地
・
道
路
・
河
川
・
溝
渠
・
鎮
道
線
路
の
十
四
種
目
に
分
ち
、
回
以
下

雑
種
地
起
の
十
種
目
の
土
地
に
は
一
筆
毎
に
地
呑
を
付
す
る
と
と
L

し
、
南
洋
膳
長
官
は
諜
ゐ
調
査
を
行
ふ
べ
き
地
域
及
開
始
の
時

期
を
決
定
し
之
れ
を
告
示
し
、
共
の
地
域
内
に
あ
る
土
地
の
所
有
者
又
は
共
の
利
害
関
係
者
よ
り
、
土
地
D
所
在
、
種
類
、
面
積
、

官
簿
登
録
呑
蹴
を
申
告
せ
し
め
、
夫
々
の
土
地
に
就
き
貫
地
に
調
夜
測
量
を
行
ひ
、
土
地
塞
帳
及
地
籍
闘
を
調
製
す
る
と
と
L
し
た

の
で
あ
る
。
然
る
に
後
期
の
島
民
所
属
の
土
地
調
査
に
於
て
は
特
に
勅
令
を
以
て
す
る
と
と
L
な
り
、
南
洋
臆
土
地
調
畳
令
、
同
施

行
規
則
、
南
洋
臆
土
地
調
議
委
員
曾
令
等
の
護
布
を
見
た
。
市
し
て
此
の
勅
令
に
よ
れ
ば
南
洋
臆
の
長
官
は
、
南
洋
群
島
の
土
地
を

調
査
測
量
し
て
共
O
所
有
者
並
に
共
の
彊
界
を
議
定
す
る
と
と
を
布
告
し
、
奈
定
後
三
十
日
問
、
共
の
結
果
を
公
示
し
、
土
地
の
所

有
者
又
は
利
害
闘
係
人
に
之
れ
を
知
ら
し
め
、
若
し
共
の
賓
定
に
不
服
を
有
す
る
場
合
は
、
此
の
公
示
期
間
の
満
了
後
、
三
十
日
以

内
に
南
洋
麟
土
地
審
斉
委
員
舎
に
請
求
し
、
共
の
裁
決
を
受
く
る
と
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
議
定
済
の
土
地
に
釘
し
℃
は

土
地
の
蓋
幌
及
地
籍
闘
を
調
製
し
て
、
之
れ
に
確
定
事
項
を
登
録
保
有
す
る
は
勿
論
の
と
と
で
あ
る
。
故
に
従
前
は
南
洋
臨
令
で
行

っ
た
も
の
を
此
度
か
ら
は
勅
令
を
以
て
行
ふ
と
と
L
な
っ
て
、
共
の
権
威
を
高
め
、
且
つ
土
地
審
益
委
員
舎
を
設
け
て
奈
完
に
封
す

る
不
服
を
訴
へ
共
の
裁
決
佐
求
む
る
の
詮
b
L
聞
き
た
る
と
と
は
大
い
に
注
意
を
要
す
る
所
で
あ
る
。

二
土
地
調
査
の
結
果

如
斯
に
し
て
大
正
十
二
年
以
来
、
南
洋
屈
が
非
常
怒
る
努
力
を
致
し
て
賀
行
し
た
る
土
地
調
益
の
結
果
に
就
き
て
、

A
土
地
所
有

者
の
種
類
、

B
農
業
過
地
、

C
農
業
植
民
趨
地
、
の
三
種
に
分
ち
概
況
を
記
す
れ
ば
次
の
如
し
。

A

土
他
所
有
者
の
種
類

土
地
の
所
有
は
官
有
、
邦
外
人
有
、
島
民
有
の
三
者
に
分
た
れ
て
居
る
が
、
之
れ
を
一
表
と
し
て
示
せ
ば
次
の
如
く
な
っ
て
居
る
。
。 南洋群島土地調査規則商洋廊令第十二銃大正十四年十月
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Mm
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南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

四

に
よ
り
て
著
る
し
く
異
な
る
も
、
南
洋
群
島
全
臆
と
し
て
は
官
有
地
が
最
も
多
く
、
七
寓
町
歩
、
五
七
%
に
建
し
て
居
る
。
之
れ
に
亙

ぐ
も
の
は
島
民
有
地
に
し
て
五
寓
町
歩
、
四
一
%
で
あ
る
。
故
に
之
の
雨
者
投
合
す
れ
ば
十
二
高
一
千
町
歩
、
九
八
dm
に
建
し
、
大

了
ム
ハ
六
%
に
過
ぎ
や
、
之
れ
邦
人
及
外
人
の
所

部
分
の
土
地
は
此
の
内
に
含
ま
れ
て
居
っ
て
、
共
の
残
品
跡
は
僅
か
に
二
千
町
歩
、

有
地
で
あ
る
。

従
而
南
洋
群
島
に
於
け
る
主
要
友
る
土
地
問
題
は
此
白
官
有
地
と
、
島
民
有
地
と
の
問
題
で
あ
る
。

決
に
之
れ
を
土
地
種
類
む
鮪
よ
り
観
る
に
上
記
の
如
く
十
四
種
目
と
す
る
も
共
内
、
林
地
と
稽
す
る
も
の
最
も
多
く
七
高
間
千
町

歩
、
七
九
%
に
建
し
て
居
る
。
之
れ
に
次
ぐ
も
の
は
郁
子
林
の
一
高
一
千
町
歩
、
二
一

μ
、
畑
四
千
七
百
飴
町
歩
、
五
%
に
し
て
、

回
及
牧
場
地
は
各
七
百
町
歩
に
越
智
守
、
其
他
は
何
れ
も
面
積
の
上
よ
り
見
れ
ば
茜
だ
僅
少
で
る
る
。
従
っ
て
勝
来
は
林
地
の
利
用

と
共
の
開
墾
と
い
ふ
と
と
が
本
島
の
大
き
た
問
題
と
・
な
る
べ
き
で
あ
る
。

今
之
れ
等
の
闘
係
を
簡
明
な
ら
し
む
る
翁
め
更
に
次
の
一
表
を
附
加
す
る
。
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f可鍛造雑計
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業

鍾
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上
記
の
如
く
土
地
調
奈
に
よ
り
て
現
在
、
田
畑
は
五
千
四
百
儀
町
歩
、
牧
場
は
七
百
飴
町
歩
、
榔
子
園
は
一
寓
一
千
五
百
飴
町
歩

に
し
て
農
業
地
と
見
る
べ
き
も
の
約
一
高
八
千
町
歩
な
る
こ
と
を
知
り
た
り
。
然
れ
ど
も
之
れ
は
土
地
調
斉
を
行
ひ
た
る
一
部
の
地

方
に
就
き
調
議
官
時
の
事
情
を
示
す
に
過
ぎ
子
、
此
の
外
に
も
街
ほ
調
夜
淀
の
土
地
存
在
す
ベ
く
、
叉
其
後
に
於
て
開
拓
せ
ら
れ
た

る
田
畑
其
の
他
の
土
地
も
あ
る
べ
く
現
情
と
相
違
す
る
は
勿
論
な
り
。
然
ら
ぱ
現
在
は
如
何
と
い
ふ
に
南
洋
曜
の
報
告
に
ま
れ
ば
昭

和
十
一
年
末
に
に
於
て
弐
表
の
如
し
。

即
ち
闘
は

支
トパヤサ

イ

パツ47 

-7

ツ
ナ
j
v
I
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 計

ヤボ
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九
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石
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国

畑

計

締

話芸美逗主|林
国
・
畑
・
祁
子
林
計

回

一口、六六穴

園、八八〔}

Z

、九一二

豆、
O
三
六

八、八一一=晶

一-一、一
0
・向

墨田、回園内

三
八
九
陪
に
し
て
サ
イ
パ
ン
、
ヤ
ル

1
ト
支
曜
に
於
て
は
甚
だ
少
き
も
其
の
他
の
問
支
麗
に
於
て
は
相
営
に
存
在
し
、

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

情

』
官
、
占
一
号
八

一、一品一色

一、
O
一一

指
向
指

一、一石旦草

、
昌
品
目

子

一五

昭和十二年阪による。南洋群島要蔵南洋隠1) 



南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

一六

ヤ
ツ
プ
を
以
て
最
大
な
り
と
す
。

又
加
は
二

O
、
九
八
五
回
に
し
て
ヤ
ル

l
ト
支
腐
を
除
き
て
他
の
五
支
臨
に
於
て
何
れ
も
相
営
多

く
存
在
し
、
特
に
サ
イ
パ
ン
支
聴
に
於
て
多
し
。
又
榔
子
林
は
三
二
、

O
七
二
陪
に
し
て
何
れ
の
支
臆
に
も
相
営
面
積
あ
る
も
、
特

に
ヤ
ル
ー
ト
支
聴
に
多
き
を
見
る
。
従
て
ヤ
ル

l
ト
支
腐
は
榔
子
裁
培
を
以
て
生
命
と
す
る
と
謂
ふ
て
も
過
言
に
る
ら
ざ
る
が
如
し
。

市
し
て
南
洋
群
島
に
於
て
農
耕
趨
地
及
び
郁
子
林
趨
地
は
前
述
の
如
く
全
島
に
於
て
七
寓
一
千
町
歩
な
り
と
謂
は
れ
て
居
る
か
ら

将
来
に
践
す
農
業
地
は
僅
か
に
一
高
六
千
五
百
陪
飴
に
過
ぎ
ざ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
友
h
円
、
従
て
南
洋
群
島
の
土
地
を
農
業
上
の
立

場
よ
り
達
観
す
れ
で
弐
表
の
如
く
見
る
と
と
が
問
来
る
の
で
あ
る
。

会
群
島
面
積

『
一
、
一
ニ
八
九
阿
内
聞
〉

-
一
四
一
一
、

0
0
0
陪

(

農

業

地

以

外

)

、

}

二
一
=
一
、

0
0
0
阿

~

{

五

四

、

四

四

六

陪

(

現

在

〉

一

二

O
、
九
八
五
筒
戸
畑
)

{
七
一
、

0
0
0
隔

ヘ

農

業

地

)

|

|

|

{

ざ

一

二

、

O
七
二
階
〈
郎
子
林
)

戸
一
六
、
五

O
O
陪
〈
終
来
〉

C 

植

題

地

民

植
民
の
植
地
に
就
て
は
既
に
大
五
十
三
年
よ
り
調
盗
を
始
め
、
バ
ベ
ル
グ
オ
プ
島
に
於
て
三
ケ
所

戸
数
二
百
二
十
四
戸
を
撰
定
し
、
又
昭
和
二
年
五
月
よ
り
は
ボ
ナ
ベ
島
に
於
て
一
ケ
所
八

O
三
町
歩
、
収
容
見
込
戸
数
百
六
十
九
戸

を
撰
定
直
壷
し
、
又
昭
和
十
一
年
度
以
後
に
於
て
は
五
ヶ
年
計
壷
を
成
て

L
パ
ベ
ル
ダ
オ
プ
島
に
於
て
五
、
五
五

O
町
歩
、
ポ
ナ
ぺ

島
に
於
て
一
、
一

O
O町
歩
、
ク
サ
イ
島
に
於
て
三
五

O
町
歩
、
計
七
、

0
0
0町
歩
の
調
査
直
劃
を
行
ひ
、
千
四
百
戸
の
入
植
を
計

ら
ん
と
す
る
も
の
あ
り
と
同
様
今
昭
和
十
二
年
十
月
現
在
の
植
民
泊
地
に
就
き
共
の
所
在
、
商
積
、
牧
容
見
込
戸
数
及
現
に
移
住

一、

O
五
九
町
歩
、
牧
容
見
込

を
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以
上
を
要
約
す
れ
ば
本
群
島
に
於
て
は
領
有
直
後
よ
り
土
地
調
存
を
行
ひ
既
に
大
部
分
の
調
脊
一
を
格
了
し
、
共
の
種
類
、
商
積
、

所
属
、
利
用
の
歎
態
を
明
か
に
し
た
り
、
然
り
と
錐
も
倫
ほ
将
来
此
の
事
業
を
韻
行
し
て
全
群
島
に
亘
る
調
奈
の
必
要
な
る
と
と
は

言
ふ
迄
も
泣
き
と
と
で
あ
る
の
而
し
て
叉
此
れ
迄
の
調
夜
結
果
に
よ
れ
ば
官
有
地
と
島
民
所
有
地
と
が
大
部
分
を
占
め
、
将
来
の
土

地
問
題
は
此
れ
等
二
種
の
土
地
の
上
に
る
り
と
一
試
ふ
べ
く
、
又
農
耕
地
は
約
七
寓
町
歩
あ
り
て
融
面
積
の
一
三
二
dn
に
相
官
し
て
居

る
。
此
の
内
五
寓
四
千
町
歩
は
既
に
榔
子
林
又
は
田
畑
と
し
て
利
用
さ
れ
つ
L
あ
る
も
の
に
し
て
、
未
聞
の
部
分
は
僅
か
に
一
高
七

千
町
歩
に
過
ぎ
ざ
る
も
の

L
如
く
で
る
る
。
然
し
、
尚
ほ
多
少
の
植
民
誼
地
役
有
し
て
南
洋
屈
は
其
の
開
護
移
性
に
努
め
つ

L

b
る

を
見
る
所
で
あ
る
。

=
一
、
官
有
地
利
用
の
問
題

A. 

土
地
利
用
の
種
類
と
其
の
得
失

上
記
の
如
く
に
し
て
官
有
地
は
現
在
三
、
六
七
二
筆
、
七

O
、
四
四
九
町
歩
と
た
っ
て
居
る
が
、
元
来
此
の
官
有
地
は
一
大
正
三
年

十
月
我
が
海
中
阜
の
占
領
後
、
グ
ェ
ル
サ
イ
ユ
僚
約
第
二
百
五
十
七
僚
第
二
項
に
よ
り
、
我
閣
が
濁
謹
よ
り
譲
り
受
け
た
る
猫
逸
の
書

官
有
地
と
、
二
占
領
後
帝
園
政
府
が
買
牧
叉
は
寄
附
に
よ
っ
て
穫
得
し
た
る
土
地
と
、
三
大
正
十
二
年
以
後
に
於
て
行
ひ
た
る
土
地

調
茶
の
結
果
新
た
に
官
有
地
に
編
入
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
三
種
類
の
土
地
よ
り
成
も
む
で
あ
っ
て
、
調
在
。
結
果
に
よ
り
共
の
種
類

及
面
積
を
示
せ
ば
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

各
支
臨
官
有
地
地
目
別
面
積
表
一

ツ

プ

一

パ

ラ

ウ

一

ト

ラ

ッ

ク

剛

関

倒

剣

一

l

叫
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刷
到

ー

一

子

四
C
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九一

・
呂
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一
一
回
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0
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即
ち
此
の
表
に
よ
れ
ば
、
田
・
畑
・
榔
子
聞
は
健
か
に
四
千
五
百
七
十
町
歩
、

六
・
同
九
d

刊
に
過
ぎ
ざ
る
も
、

林
野
は
六
高
四
千

而
し
て
共
の
管
理
は
寧
政
時
代
に
於
て
は
大
正
五
年
一
月
の

南
洋
群
島
民
政
令
第
六
披
「
占
領
官
有
財
産
取
扱
規
則
」
及
同
年
一
月
の
臨
南
防
第
三
十
披
「
民
政
費
所
属
官
有
財
港
整
理
規
程
」

に
よ
り
、
南
洋
騨
時
代
ハ
大
正
十
一
年
四
月
以
降
ゾ
に
於
て
は
大
正
十
一
年
七
月
の
南
洋
腐
令
第
十
四
競
を
以
て
「
閤
有
財
産
法
」

及
「
閤
有
財
産
法
施
行
令
」
を
準
用
す
る
と
と
L
な
り
、
更
に
大
疋
十
五
年
八
月
に
は
「
南
洋
臨
所
轄
闘
有
財
産
取
扱
規
則
」
及
「
雑

種
財
定
取
扱
規
程
」
ハ
訓
令
第
二
十
四
競
)
が
制
定
せ
ら
れ
て
、
之
れ
に
よ
る
と
と
L
友
り
た
る
も
O
に
し
て
、
概
ね
閤
有
財
産
に
準

二
百
五
十
三
町
歩
、

九
了
一
四
%
に
し
て
大
部
分
を
占
め
て
居
る
。

じ
て
管
理
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
共
の
利
用
の
方
法
、
即
ち
之
れ
を
植
民
企
業
者
又
は
移
住
者
に
提
供
し
て
、
持
の
利
用
の
.

詮
を
聞
く
方
法
如
何
は
質
に
植
民
地
土
地
問
題
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
最
も
深
き
注
意
を
要
す
る
所
で
あ
る
。
之
れ
に
闘
し

従
来
各
植
民
地
に
於
て
行
は
れ
た
る
所
を
見
る
に

官報十月十五日法令会草委(大正十一年〉第十貌

官報六五十五年十月

1) 
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A 

囲
有
地
は
共
の
所
有
植
を
関
家
に
於
て
保
有
し
、
有
償
或
ひ
は
無
償
を
以
て
企
業
家
又
は
移
住
者
に
貸
付
け
て
共
の
使
用
牧

益
を
計
ら
し
む
る
場
合

園
有
地
は
其
の
所
有
権
を
有
償
或
は
無
償
を
以
て
企
業
家
叉
は
移
住
者
に
譲
渡
し
て
其
の
使
用
牧
益
を
計
ら
し
む
る
場
合
の

二
種
が
る
る
。
然
し
元
来
、
所
有
樺
友
る
も
の
は
所
有
者
が
創
意
に
よ
っ
て
自
由
に
庭
分
す
る
権
利
と
、
使
用
牧
盆
ず
る
権
利
と
二

つ
の
内
容
を
有
し
、
更
に
農
業
土
地
の
使
用
牧
益
は
之
れ
を
賃
貸
し
て
賃
貸
料
即
ち
小
作
料
を
牧
得
す
る
場
合
と
、
之
れ
を
自
ら
耕

作
し
て
農
業
利
盆
乞
牧
得
す
る
場
合
と
二
つ
の
場
合
が
る
る
。
故
に
農
業
土
地
の
所
有
樺
は
共
の
内
容
と
し
て
底
分
権
即
ち
寅
買
譲

渡
の
権
利
と
賃
貸
纏
即
ち
被
小
作
擢
と
農
業
経
皆
擢
即
ち
耕
作
櫨
と
三
者
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
植
民
地
の
官
有
地
笠
利

用
に
移
す
場
合
に
於
て
は
此
の
三
種
の
擢
利
と
其
由
胞
に
存
在
す
る
三
種
の
主
一
躍
、
即
ち
園
家
、
企
業
家
及
農
家
を
考
量
し
て
次
の
六

つ
の
場
合
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

↓
土
地
の
底
分
権
を
岡
家
が
所
有
す
る
場
合
、
而
し
て
比
の
時
、
倒
閣
家
自
ら
が
耕
作
権
を
行
ふ
場
合
と
、
制
閑
家
は
被
賃
貸

擢
を
行
使
し
て
土
地
は
之
れ
を
企
業
家
に
賃
貸
し
、
企
業
家
自
ら
之
れ
を
耕
作
す
る
場
合
と
、
同
企
業
家
は
更
に
之
れ
を
農
家

に
賃
貸
し
て
其
耕
作
を
友
さ
し
む
る
場
合
と

コ
土
地
の
蕗
分
樺
を
企
業
家
が
所
有
す
る
場
合
、
此
時
同
企
業
家
自
ら
耕
作
す
る
場
合
と
、
山
間
企
業
家
は
之
れ
を
農
家
に
賃
貸

F
る
場
合
と
二
つ
あ
る
。

日
土
地
の
所
分
権
を
農
家
が
所
有
し
、
農
家
自
身
に
耕
作
す
る
場
合

今
之
れ
を
一
つ
の
国
表
に
表
し
て
見
れ
ば
戎
の
如
く
に
な
る
。

一

/

経

一

一

/

餐

了

1
1
1
1
1
1
d

一

一

/

形

一

対

二

均

一

-J2引
一
(
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国
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耕
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自
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{t¥ :陶一 .
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自. 
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『
凶
附
図
家
は
自
己
の
土
地
を
自
作
す

‘

)

一

伽

図

家

は

土

地

を

企

業

家

に

貸

奥

、

企

業

家

は

土

地

を

借

用

し

て

自

ら

耕

作

す

「
一
土
地
の
露
分
穏
を
岡
家
に
保
有
す
{

一

(

一

似

国

家

は

土

地

を

企

業

家

に

貸

契

、

企

業

家

は

土

地

を

借

用

し

て

、

更

に

農

家

に

貸

奥

、

農

家

は

一

F

土
地
を
借
用
し
て
耕
作
す

備

考

~

、

J

4

4

土
地
の
慮
分
纏
を
企
業
家
に
譲
波
-
同
企
業
家
は
自
己
の
土
地
を
耕
作
す

一

仁

す

-

句

企

業

家

は

土

地

を

農

家

に

貸

奥

、

農

家

は

土

地

を

借

用

し

て

耕

作

す

{
三
土
地
の
底
分
穏
を
農
家
に
譲
渡
す

1
1農
家
は
自
己
の
土
地
を
耕
作
す

市
し
て
今
之
れ
等
六
つ
の
場
合
を
各
種
の
方
面
よ
り
観
察
し
て
其
の
利
害
得
失
を
考
量
す
る
に

A

↑
同
と
に
同
と
、
ほ
と
の
場
合
は
所
有
権
の
三
種
の
内
容
を
一
簡
に
於
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
り

B

い
仰
と
に
仰
と
は
所
有
権
の
内
容
を
こ
暗
に
分
轄
し
て
二
種
を
一
躍
、
一
一
極
を
他
の
一
臨
に
於
て
行
使
す
る
も
の
で
あ
り

c
ト
同
は
所
有
権
の
三
種
の
内
容
を
三
轄
に
分
轄
行
使
す
る
も
白
で
あ
る
。
よ
っ
て
之
れ
を

一
農
業
経
替
の
上
よ
り
見
れ
ば
元
来
農
業
上
に
於
て
は
、
自
己
所
有
の
土
地
を
耕
作
す
る
所
の
所
謂
自
作
農
を
以
て
最
も
理
想
的

な
り
と
す
る
も
の
に
し
て
、
此
の
場
合
に
於
て
は
よ
く
共
の
土
地
を
愛
護
し
、
共
の
利
用
を
完
全
に
し
、
共
の
生
産
力
の
保
持
向
上

を
計
り
得
る
も
の
で
る
る
。
故
に
A
の
場
合
即
ち
三
龍
一
致
の
場
合
を
以
て
最
も
有
利
な
り
と
謂
は
-
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
而
も
此

の
内
に
見
出
さ
る
ぺ
き
閣
家
自
瞳
の
経
費
と
舎
一
世
自
鵠
の
経
替
と
、
農
家
自
躍
の
経
替
と
一
一
一
種
の
場
合
に
就
て
考
ふ
る
に
閣
家
が
直

接
農
業
経
替
を
な
す
と
い
ふ
と
と
は
農
事
試
験
場
の
如
き
公
共
的
経
費
の
外
は
趨
営
な
り
と
云
ふ
べ
か
ら
や
。
又
企
業
者
の
自
皆
も



同
様
な
る
傾
向
を
示
し
て
間
家
の
粧
替
よ
り
は
や
L
優
る
所
あ
る
も
亦
満
会
の
も
白
と
い
ふ
べ
か
ら
や
、
之
れ
に
反
し
農
業
者
官
睦

の
粧
管
に
於
て
は
最
も
理
想
的
に
し
て
自
作
農
と
し
て
の
利
賠
を
遺
憾
な
く
護
揮
す
る
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
次
に
之
れ
を

コ
農
家
の
定
着
心
の
上
よ
り
見
れ
ば
、
農
家
自
睦
の
経
替
に
於
て
最
も
優
れ
た
る
も
の
と
い
ふ
ペ
く
、
岡
家
の
自
皆
、
企
業
家
の

自
替
は
之
れ
に
亜
ぎ
、
国
家
の
所
有
、
企
業
家
の
借
地
、
農
家
の
小
作
と
い
ふ
場
合
(
ト
川
w
u
を
以
て
最
も
不
良
と
す
べ
し
、
・
究
に

一
ペ
ザ
園
家
の
管
理
と
云
ふ
鮪
よ
り
見
る
場
合
は
閤
家
の
自
替
、
ハ
判
例
)
を
以
て
空
音
と
し
、
関
家
所
有
企
業
家
警
官
を
以
て
ハ
]
一
向
)

之
れ
に
直
ぐ
も
の
と
す
べ
く
、
次
に

間
企
産
家
の
利
盆
と
い
ふ
貼
よ
り
見
る
時
は
企
業
家
の
自
皆
(
コ
凶
)
又
は
企
業
家
貸
地
農
家
小
作
ハ
口
山
川
〉
の
場
合
を
以
て
長

善
と
す
べ
く
、
園
家
貸
地
、
企
業
家
借
貸
、
農
家
小
作
凸
巴
豪
語
、
企
業
家
経
醤
(
付
制
)
の
場
合
之
れ
に
亜
ぐ
べ
し
、

次
に五
農
家
の
利
径
と
い
ふ
賠
よ
り
之
れ
を
考
ふ
る
時
は
勿
論
、
農
家
の
自
替

2
U
を
以
て
長
良
と
し
、
岡
家
の
自
普
ハ
一
ハ
川
〉
が

之
れ
に
亜
ぐ
も
の
と
い
ふ
べ
し
。

共
他
種
々
の
観
鮪
よ
り
、
種
k

k
共
の
得
失
を
考
究
す
る
と
と
が
出
来
る
、
叉
共
の
得
失
の
程
度
に
於
て
も
非
常
に
微
妙
た
る
黙

る
り
て
一
概
に
之
れ
を
論
断
し
難
し
と
離
も
余
は
上
記
三
種
の
主
盟
に
就
き
い
ハ
種
の
場
合
を
直
別
し
、
各
と
の
場
合
を
農
業
経
皆
、

農
家
の
安
定
心
、
園
家
の
益
理
、
企
業
者
の
利
益
、
農
家
の
利
益
と
い
ふ
五
項
の
観
鮪
よ
り
共
の
利
鞘
を
考
察
し
各
項
を
一
賭
よ
り

六
賭
迄
に
評
定
し
各
之
れ
を
採
黙
し
た
る
に
弐
の
結
果
を
得
た
り
。

主 |行機
存|利
使 |使の
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ま や
機 権
行 行
使 使
-四d、ー園、 ----、-開.、

借家園 傍地鑑誕企賞葉表民錨勇借地気圏貸地家地貸借家
総貸
密地地
、、替地管、

良企 、会

家業 農業

X X X 

X X X 

X X 

X x X 
X X X 

× x 
X 

X X x 
X X x 
X X 

X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X 

X 

X X X 

X X X 

一 一一
互i. 六七

} 一一
ー 一一

是
れ
に
由
っ
て
観
れ
ば
三
樺
一
盟
、
而
も
農
家
自
瞳
に
土
地
の
所
有
権
を
輿
へ
、
農
家
自
ら
之
れ
を
耕
作
経
替
す
る
場
合
、
前
表

ほ
の
場
合
が
最
も
好
ま
し
く
、
一
二
擢
分
離
は
(
前
表
ト
制
〉
最
も
好
ま
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

唯
此
慮
に
注
意
す
ぺ
き
と
と
は
、
南
洋
植
民
地
の
特
質
と
共
の
政
策
基
調
に
闘
す
る
と
と
に
し
て
、
余
は
南
洋
の
植
民
地
を
以
て

車
な
る
裁
植
植
民
地
に
あ
ら
守
し
て
他
面
に
於
て
移
住
植
民
地
と
根
接
的
植
民
地
と
の
特
質
を
有
す
る
を
以
て
此
の
三
者
が
互
に
相

克
す
る
と
と
な
く
相
調
和
す
る
と
と
に
政
策
の
基
調
を
置
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
と
と
を
考
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
従
て
余
は
此
鹿
に
農

家
の
安
定
心
、
農
家
の
利
益
と
い
ふ
が
如
き
事
項
を
考
慮
に
入
れ
た
り
、
探
れ

E
も
今
般
り
に
全
然
之
れ
を
度
外
観
し
て
皐
に
裁
植

植
民
地
と
し
て
の
政
策
の
み
を
基
調
と
す
る
場
合
は
自
ら
其
の
結
果
を
同
時
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
例
へ
ば
農
業
者
の
安
定
と
、
農
家

の
利
益
を
考
へ
や
、
企
業
者
の
利
盆
の
み
を
考
へ
た
り
と
す
れ
ば
前
表
六
欄
に
示
す
如
き
結
果
と
な
り
て
農
家
自
替
は
康
悪
の
場
合

と
な
り
て
寧
ろ
企
業
家
に
土
地
を
輿
へ
て
共
の
経
皆
に
委
せ
し
む
る
に
如
く
は
な
し
と
い
ふ
結
果
に
到
量
一
泊
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
の

鮪
は
南
洋
の
植
民
政
策
上
長
も
探
き
注
意
を
要
す
る
所
に
し
て
吾
人
は
前
述
の
如
く
に
し
て
南
洋
の
植
民
地
は
一
商
移
住
植
民
地
た

る
と
と
を
信
や
る
も
の
で
あ
る
か
ら
栽
培
業
者
の
利
径
を
計
る
と
共
に
叉
移
住
者
の
利
益
を
も
考
へ
、
其
鹿
に
定
着
す
る
様
計
る
と

と
が
本
植
民
地
本
来
の
目
的
に
副
ふ
も
の
で
あ
る
と
信
や
る
。

B. 

群
島
の
賃
際
と
其
の
艶
策
方
針

果
し
て
然
ら
ば
南
洋
群
島
に
於
て
は
如
何
な
る
政
策
が
行
は
れ
つ

L
あ
り
や
と
一
五
ふ
に
現
今
二
つ
の
方
法
が
行
は
れ
て
居
る
。
即

外交時報 第八十四巻、第一磁(昭和十二年十月一日後行)拙文南洋群島の植民政
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ぺ
土
地
貸
付
の
方
法
、
コ
土
地
譲
渡
の
方
法
是
れ
な
り
。

一
、
土
地
貨
付
の
方
法

之
れ
は
云
ふ
迄
も
な
く
企
業
者
に
土
地
を
貸
興
し
て
企
業
者
を
し
て
共
の
利
用
を
な
さ
し
む
る
方
法
で
あ
っ
て
南
洋
属
に
於
て
は

従
来
事
ら
此
白
方
法
に
よ
っ
て
土
地
の
利
用
を
計
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
既
に
大
正
五
年
一
同
々
の
占
領
官
有
財
産
取
扱
規
則
に
於

て
此
の
制
度
を
認
め
軍
事
上
及
行
政
上
支
障
た
き
限
り
土
地
を
貸
興
し
て
其
の
利
用
を
計
る
と
と
L
し
た
。
此
の
営
時
我
が
闘
に
於

て
は
南
進
論
が
高
潮
に
達
し
て
居
っ
た
か
ら
南
洋
の
企
業
熱
も
盛
ん
で
群
島
全
般
に
亘
っ
て
相
営
に
多
く
の
貸
地
が
行
は
れ
た
。
然

し
之
れ
等
の
企
業
家
は
何
れ
も
熱
帯
に
於
け
る
経
験
を
有
せ
や
趨
嘗
な
る
経
管
法
を
見
出
し
得
守
、
失
敗
に
闘
す
る
も
の
多
く
、
一

時
金
く
不
振
の
情
態
に
陥
っ
た
。
然
る
に
大
正
十
年
四
月
南
洋
群
島
が
我
園
の
委
任
統
治
と
な
り
、
更
に
大
正
十
一
年
四
月
南
洋
躍

が
設
置
せ
ら
れ
て
か
ら
は
政
府
の
施
設
も
具
瞳
化
し
、
各
種
の
産
業
も
興
起
し
て
官
有
地
の
貸
下
を
請
ふ
者
が
激
増
す
る
様
に
な
っ

た
ω

而
し
て
現
在
の
規
定
に
於
て
は
土
地
の
貸
付
は
耕
作
、
榔
子
栽
培
、
牧
場
及
建
物
共
の
他
の
敷
地
を
目
的
と
す
る
も
の
に
劃
し

て
行
は
れ
、
貸
付
の
期
間
は
榔
子
園
は
三
十
年
、
其
の
他
は
二
十
年
と
規
定
さ
れ
、
貸
下
料
は
既
墾
地
、
未
墾
地
、
共
の
他
土
地
の

欣
況
に
よ
り
て
異
・
な
り
、
使
用
の
目
的
及
場
所
を
考
査
し
て
定
め
、
一
二
年
又
は
五
年
以
上
を
経
過
す
る
毎
に
、
之
れ
を
改
定
す
る
と

と
L
な
っ
て
居
る
、
但
し
貸
付
の
目
的
が
公
共
用
、
公
用
又
は
公
盆
事
業
に
供
す
る
も
の
で
る
っ
た
場
合
は
、
貸
付
料
は
之
れ
を
減

菟
す
る
と
と
L
な
っ
て
居
る
。
新
る
規
定
に
よ
っ
て
現
在
で
は
十
二
D
舎
一
拡
に
二
高
五
千
鶴
町
歩
の
土
地
を
貸
興
し
て
居
る
と
い
ふ

と
と
で
あ
る
、

A
7
其
の
企
業
者
名
、
目
的
、
面
積
を
一
表
と
し
て
示
せ
ば
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

町
反
政
歩

二
、
七
二
七
・
五
O
O
七

五
九
二
一
一
三
一
六

二
、
七
八
六
・
八
三
二
三

二
六
四
・
O
九
一
四

二
一
・
八
二
二
一

南
洋
貿
易
株
式
合
枇

南
洋
湖
緋
株
式
合
一
位

取
洋
農
事
株
式
食
品
札

子議計

蹴

緋

栽

培

パ
、
ィ
ャ
裁
培
・
パ
、
ィ
ン
探
取
工
業

甘柿

裁裁

結培

商
品
作
群
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於
け
る
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八
、
二
一
五
・
二
九
二
七

九
一
一
了
六
三

O
八

四
四
・
八
七

O
九

五
四
四
・
三
七
二
五

二
四
・
七
五
二
五

0
・
八
五
一
六

七
・
二
一

O
七

一
一
三
一
一
四
・
二
八

O
六

二
O
、
五
四
五
・
一
三
二

O
一一一

南

洋

コ

、

ァ

株

式

令

紙

一

O
凶
二
八
一
九

大

日

本

泌

脂

株

式

合

一

枇

六

・

九

八

一

四

合

資

合

一

祉

関

祭

枇

六

二

・

八

六

O
四

株

式

舎

一

枇

柴

同

商

陪

九

八

・

六

O
一
八

図

晃

産

業

株

式

令

一

枇

二

二

ハ

・

八

三

0
0

南

洋

電

力

株

式

合

一

位

一

、

三

一

一

一

六

・

六

八

O
O

南

洋

風

剰

米

株

式

合

枇

一

五

九

・

o
一
一
四

祭

際

商

応

四

・

四

一

二

七

合

計

二

五

、

五

一

七

・

六

七

O
七

即
ち
土
地
を
借
用
す
る
企
業
命
日
駐
は
十
二
ケ
の
多
き
に
上
る
も
南
洋
興
裂
含
枇
に
最
も
多
く
の
貸
付
け
を
な
し
、
共
の
面
積
二
高

町
歩
に
達
し
、
会
瞳
の
八
割
を
占
め
て
居
る
。
之
れ
に
次
ぐ
も
の
は
南
洋
貿
易
株
式
合
枇
並
に
南
洋
電
力
株
式
合
枇
に
し
て
、
共
の

他
は
飴
り
大
な
る
面
積
に
あ
ら
や
。
南
洋
興
珪
命
日
吐
と
南
洋
貿
易
合
枇
と
は
南
洋
の
事
業
界
に
於
け
る
先
駆
に
し
て
指
導
的
地
位
に

あ
る
も
の
で
る
る
。
此
の
形
勢
は
勿
論
至
官
の
と
と
で
あ
る
。
而
し
て
土
地
使
用
の
目
的
よ
り
云
へ
ば
甘
鹿
の
栽
培
を
以
て
第
一
位

と
し
、
榔
子
の
栽
培
之
れ
に
次
ぎ
其
の
他
の
目
的
に
す
る
も
の
は
甚
だ
僅
少
な
る
面
積
に
過
ぎ
や
。
合
枇
企
業
に
値
す
る
面
積
な
る

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

南
洋
奥
遊
株
式
令
一
枇

甘

培

牧

場
銭

道

用

地

植

林

地

事
務
所
・
工
場
・
住
宅
地

水

路

埠

頭

敷

地

道

路
開

地
薦

裁
拓
計

コ
コ
ア
・
薄
荷
・
蕗
蹴
栽
培

榔

子

栽

培

農
作
物
栽
培
及
創
業

デ

リ

ス

栽

培

『
蕗
廊
・
ト
パ
・
カ
ツ
サ
パ
・
レ
モ
ン
グ
ラ
ス

{
シ
ト
ロ
ネ
ラ
グ
ラ
ス
・
綿
栽
埼

遺

体
鳳

梨

工

場

鳳
剰
米
工
場
・
鳳
梨
試
作
・
其
他

四
凶



や
否
や
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
位
で
あ
る
。

市
し
て
南
洋
曜
が
企
業
者
に
土
地
を
貸
下
ぐ
る
に
営
り
て
考
量
せ
ら
る
L
事
項
及
保
件
は
大
要
次
の
如
き
も
の
が
あ
る
。

一
、
地
目
及
商
積
ハ
土
地
に
よ
り
異
る
〉

二
、
貸
付
地
使
用
の
目
的
ハ
土
地
に
よ
り
異
る
〉

一
ニ
、
貸
付
期
間
、
一
ニ
十
年
間

問
、
貸
付
料
(
土
地
に
よ
り
て
異
ぺ
る
も
、
余
の
見
た
る
質
例
に
於
て
は
川
一
町
歩
に
就
き
年
一
額
川
町
内
、
コ
百
十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

九
十
ア
ー
ル
に
て
年
額
金
三
百
圏
、
三
一
町
歩
に
就
き
年
額
一
同
等
で
あ
る
。

五
、
貸
下
料
の
改
定
、
貸
下
料
は
貸
付
地
の
牧
益
附
近
に
於
け
る
土
地
の
同
護
共
の
他
の
事
情
に
よ
り
て
改
定
せ
ら
れ
る
と
と
が

る
る
。

ム
ハ
、
貸
付
料
納
入
の
方
法
、
貸
付
料
は
年
額
を
二
分
し
て
、
毎
年
同
月
、
十
月
に
各
六
月
分
を
前
納
す
る
と
と
。

七
、
貸
付
地
内
に
於
け
る
樹
木
は
官
の
許
可
乞
受
け
指
定
の
梯
下
代
金
を
納
付
す
る
に
非
ざ
れ
ば
伐
採
す
る
と
と
を
得
ぎ
る
と
と
。

入
、
借
受
人
は
次
の
如
き
義
務
を
有
す
る
と
と
。

利
土
地
の
引
渡
を
受
け
た
る
日
よ
り
ム
ハ
ヶ
月
以
内
に
開
墾
に
着
手
し
、
満
二
ヶ
年
聞
に
其
の
事
業
を
完
成
す
る
と
と
。

叫
失
白
場
合
に
於
て
は
共
の
都
度
南
洋
属
長
官
に
回
出
を
な
す
と
と
。

↓
開
墾
に
着
手
し
た
と
き
。

コ
事
業
完
成
諜
定
期
間
中
前
年
度
に
於
け
る
事
業
の
貫
績
を
毎
年
一
月
末
迄
。

三
事
業
を
完
成
し
た
と
き
。

仰
耕
作
契
約
を
締
結
し
、
若
は
其
の
掛
変
更
を
震
し
た
と
き
。

九
、
借
受
人
は
南
洋
膳
長
官
の
許
可
を
受
く
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
次
の
行
震
を
な
す
と
と
が
出
来
な
い
。

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

四
五

昭和十一年十二月三十日 ロR島、林野地甘藤裁培の目的3

昭和十二年八月二日 パラオ臆管内ギヤルコシ島 外四筆祁子栽培の目的。

昭和十年十月サ三日 サイパシ島榔子闘の白的。
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南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

問
ノ、

契
約
の
目
的
以
外
に
貸
付
地
を
使
用
す
る
と
と
。

イ同
貸
付
地
を
轄
貸
し
又
は
共
白
樺
利
を
譲
渡
し
若
は
権
保
の
目
的
に
供
す
る
と
と
。

仏
盛
土
、
切
取
、
築
堤
共
の
他
土
地
の
原
形
を
著
る
し
く
饗
更
す
る
と
と
。

十
、
次
の
場
合
に
於
て
は
何
時
に
で
も
貸
付
の
許
可
が
取
泊
さ
れ
る
か
叉
は
僚
件
を
盛
夏
せ
ら
れ
る
。

は
い
公
共
用
、
公
用
若
は
公
益
事
業
の
矯
め
必
要
を
生
じ
た
と
き
。

ロ
事
業
を
鹿
止
し
又
は
一
年
以
上
事
業
を
休
止
し
若
は
事
業
成
功
。
見
込
な
し
と
認
め
た
る
と
き
。

川
借
受
人
が
指
令
事
項
に
違
反
し
又
は
規
定
の
義
務
を
怠
り
若
く
は
指
示
命
令
に
従
は
ぎ
る
と
き
。

十
一
、
貸
付
地
を
反
還
す
る
場
合
に
於
て
は
借
受
人
は
貸
付
地
に
封
し
必
要
費
又
は
有
益
費
を
支
出
し
た
る
理
由
を
以
て
共
の
償

還
を
請
求
す
る
と
と
を
得
な
い
。

大
要
上
越
の
様
な
事
が
規
定
せ
ら
れ
で
あ
る
、
此
の
内
に
は
第
八
、
九
、
十
等
の
如
き
閣
家
の
監
督
植
を
融
は
に
示
し
た
る
も
の

あ
り
、
又
第
一
項
の
如
き
閤
家
に
損
失
を
及
ぼ
す
と
と
を
避
け
た
る
僚
件
な
る
も
、
斯
く
て
は
思
ひ
切
っ
た
土
地
の
改
良
の
如
き
事

業
は
不
可
能
と
な
り
て
安
全
で
は
あ
る
が
事
業
は
起
ら
な
い
と
い
ふ
結
果
に
な
る
も
の
で
る
る
。
要
す
る
に
此
の
制
度
は
閥
家
管
理

の
馳
よ
り
見
れ
ば
頗
る
安
全
有
利
な
る
方
法
な
り
と
云
ふ
べ
き
で
・
あ
る
が
、
企
業
者
の
立
場
よ
り
見
れ
ば
相
営
不
自
由
な
る
制
限
を

付
せ
ら
れ
て
あ
る
も
D
と
言
は
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
友
り
、
探
し
共
貸
下
料
金
の
如
き
は
事
情
を
充
分
考
慮
し
た
る
上
に

b
ら
ざ
れ
ば

断一一一-一回を許るさ
g
る
も
決
し
て
高
き
も
の
と
一
試
ふ
べ
き
で
は
な
い
と
思
ふ
。
此
O
賠
よ
り
し
て
多
少
厳
重
な
る
監
督
制
限
を
受
く
る

も
甘
ん
十
ぺ
き
に
あ
ら
や
や
と
も
思
考
せ
ら
る
L
所
で
あ
る
。

ニ
、
土
地
譲
渡
の
方
法

と
の
方
法
は
最
近
に
至
り
開
か
れ
た
方
法
で
あ
っ
て
南
洋
騨
は
小
農
の
移
住
を
奨
崩
し
、
小
農
に
謝
し
て
は
未
開
地
を
諜
め
無
償

を
以
て
貸
付
し
開
墾
成
功
の
後
之
れ
を
譲
渡
す
る
制
度
を
採
る
に
至
っ
た
。
此
の
方
法
は
堅
賞
な
る
自
作
農
生
創
設
す
る
悶
的
を
以



て
官
有
地
の
殖
民
直
劃
地
に
就
て
行
ふ
も
の
で
あ
っ
て
昭
和
七
年
十
月
よ
り
始
め
た
方
策
で
あ
る
ハ
昭
和
七
年
七
月
十
三
日
拓
第
一

六
四
六
競
〉
市
し
て
共
の
要
綱
は
決
。
如
く
で
る
る
。

ハ
川
移
住
者
一
戸
に
封
し
官
有
未
開
地
五
町
歩
内
外
を
設
約
寅
梯
の
僚
件
を
以
て
貸
付
す
る
。

ロ
橡
約
期
聞
は
三
年
と
す
る
。

ベ
議
約
期
間
中
は
貸
付
料
を
徴
牧
せ
ず
。

エ
賓
梯
方
法
、
濠
約
期
間
内
に
事
業
を
成
功
し
引
績
き
其
の
目
的
に
使
用
す
る
者
に
封
し
て
は
願
出
に
依
り
随
意
契
約
を
以
て

之
れ
を
資
椀
ふ
。

ホ
寅
挽
譲
定
債
格
、
町
賞
十
五
園
乃
至
二

O
闘。

ぺ
土
地
の
取
得
、
資
梯
を
受
け
た
る
土
地
は
其
の
者
の
所
有
に
蹄
す
。

(
以
上
昭
和
七
年
十
月
十
一
一
一
日
拓
第
一
六
四
六
獄
、
殖
民
直
劉
地
内
官
有
地
貸
下
z
閥
ス
ル
件
、
昭
和
九
年
七
月
サ
五
日
拓
第
一
六
六
一
一
銀
、

殖
民
医
都
地
内
官
有
土
地
品
開
ス
ル
件
、
昭
和
十
二
年
三
月
九
日
、
拓
農
秘
第
二
回
鋭
、
拓
嫡
部
長
遇
牒
農
業
移
住
者
心
得
要
項
参
照
)

此
の
方
法
は
北
海
道
園
有
未
開
地
底
分
法
の
特
定
地
に
準
十
る
も
の
に
し
て
南
洋
躍
と
し
て
竪
貫
た
る
自
作
農
の
創
定
を
企
闘
し

此
の
取
扱
を
開
始
し
た
る
と
と
は
最
も
注
目
に
値
す
る
所
で
先
き
に
奇
人
が
述
べ
た
る
南
洋
植
民
地
の
特
質
に
遁
臨
す
る
一
方
策
と

い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
唯
之
れ
に
就
て
考
慮
を
要
す
る
鮪
は

ト
共
の
商
積
を
五
町
歩
と
し
た
る
と
と
が
果
し
て
誼
賞
な
り
や
、
否
や
蓋
し
北
海
道
の
経
験
に
於
て
は
始
帰
一
戸
分
を
五
千
坪

と
し
後
一
高
坪
と
し
、
，
択
に
叉
一
高
五
千
坪
即
ち
五
町
歩
と
な
し
て
迭
に
標
準
面
積
を
得
た
る
も
の
に
し
も
、
新
聞
の
植
民
地

に
於
て
何
等
貫
験
又
は
試
験
を
粧
や
し
て
任
意
に
一
戸
賞
り
面
積
を
決
定
す
る
と
と
は
茜
だ
危
険
な
れ
ば
な
り
。

コ
諜
約
期
間
生
艶
年
と
す
る
か
は
大
い
に
問
題
と
す
べ
き
債
値
る
る
所
友
る
が
、
南
洋
は
四
季
の
別
な
く
一
年
を
通
じ
て
開
墾

事
業
に
従
事
し
得
る
を
以
て
北
権
道
、
樺
太
等
に
比
す
れ
ば
短
年
月
を
以
て
す
る
も
差
支
な
き
も
の
と
去
ふ
ペ
く
、
成
る
べ
く

南
洋
群
且
聞
に
於
け
る
土
地
問
題

四
七

拙著北海道屯岡兵制度 102頁参照。
北海道に於ける土地の事業成功期間はヨたの如〈定む。
10町歩未満 6年
30 '1 グ 8年
30汐以上 10年
棒太に於ては同上を次の如〈定む。
1高坪未満 3&手
10グ 5年
10グ一以上 10年

1) 
2) 

2) 



商
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

四
A 

平
く
開
墾
を
了
せ
し
む
べ
き
を
以
て
一
一
一
年
と
な
し
た
る
は
北
海
道
の
五
年
に
比
し
て
油
営
ゑ
り
と
思
は
る
。

三
叉
貸
付
期
間
貸
付
料
を
徴
牧
せ
ざ
る
と
と
も
亦
至
首
の
と
と
L
信
歩
、
北
海
道
、
梓
太
の
例
皆
然
り
。

四
開
墾
成
功
後
町
営
一
五
聞
乃
至
二

O
闘
を
以
て
費
抑
ふ
の
制
度
に
就
て
は
共
の
可
否
を
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
蓋
し
南

洋
に
移
住
し
て
自
作
農
た
ら
ん
と
欲
す
る
が
如
き
も
の
は
樹
め
て
篤
志
の
農
家
な
り
と
い
ふ
べ
く
、
叉
南
洋
渡
航
の
篤
め
に
は

相
営
多
額
の
放
費
を
要
し
、
而
も
相
賞
金
額
の
生
活
費
及
耕
作
資
金
の
持
参
を
要
し
、
開
墾
の
銭
め
に
は
叉
相
営
の
努
費
を
要

し
、
加
之
移
民
者
は
経
済
的
に
は
極
め
て
力
弱
き
閤
民
間
庶
よ
り
出
や
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
三
年
間
の
努
力
を
友
し
て
未
開
地

を
開
拓
し
た
る
暁
、
之
れ
を
仮
令
安
債
な
り
と
雛
も
代
債
を
梯
っ
て
購
入
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
と
と
は
遁
首
な
り
や
否
や
疑
な

き
能
は
ざ
る
所
で
あ
る
。
北
海
道
に
於
て
も
、
梓
太
に
於
て
も
自
作
農
の
土
地
は
凡
て
無
代
を
以
て
附
奥
し
つ
L
あ
る
を
見
れ

ば
特
に
南
洋
に
於
て
か
L
る
制
度
を
採
る
と
と
の
不
可
な
る
を
思
は
ざ
る
を
得
ざ
る
所
で
あ
る
。

日
'
択
に
此
の
方
法
に
よ
り
て
庭
介
す
べ
き
土
地
が
幾
何
る
り
や
の
問
題
で
る
る
が
、
現
在
南
洋
臨
に
於
て
計
霊
せ
る
所
に
よ
れ

ぼ
，
次
の
如
し
と
い
ふ
。
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之
れ
に
よ
っ
て
見
れ
ば
二
島
、
四
植
民
地
、
二
、
五
二
六
町
歩
、

へ
昭
和
十
二
年
四
月
十
五
日
現
在
V

四
二
一
戸
に
過
ぎ
や
、
内
既
に
二
八
四
戸
を
牧
容
す
る
を
以

て
残
り
僅
か
に
一
一
一
一
七
戸
を
入
る
L
に
過
ぎ
や
、
甚
だ
僅
少
怒
る
も
の
L
如
し
。
探
れ
ど
も
移
民
趨
地
は
之
れ
を
以
て
議
き
た



る
に
あ
ら
歩
、
南
洋
群
島
岡
護
調
査
委
員
曾
に
於
て
は
今
後
十
ヶ
年
聞
に
七
千
町
歩
の
未
開
地
を
開
拓
し
て
千
四
百
戸
の
移
伎

を
計
ら
ん
と
す
る
の
意
見
で

b
る
、
市
も
此
の
計
置
も
亦
一
部
の
開
墾
に
過
ぎ
歩
、
群
島
全
部
に
亙
つ
て
は
向
ほ
多
く
の
飴
地

を
有
す
る
も
の
と
一
五
ふ
ベ
く
吾
人
の
意
見
を
以
て
す
れ
ば
南
洋
群
島
全
躍
に
於
て
五
高
町
歩
の
農
耕
適
地
を
有
し
約
二
局
戸
以

上
の
農
家
を
牧
容
し
得
る
と
考
ふ
る
も
の
な
る
を
以
て
現
在
の
農
家
三
、
八
七

O
戸
ハ
昭
和
十
年
十
二
月
末
日
)
を
差
引
く
も

倫
ほ
六
、

0
0
0戸
の
移
住
者
を
入
る
L
飴
地
を
有
す
る
も
の
と
一
再
ふ
べ
き
で
あ
る
。

勿
論
此
の
土
地
と
農
家
と
を
全
部
自
作

農
た
ら
し
む
る
と
と
は
不
可
能
な
り
と
雄
も
吾
人
の
既
に
論
述
し
た
る
如
く
に
し
て
南
洋
群
島
を
定
住
の
土
地
と
す
る
堅
賓
友

る
農
家
を
得
る
銭
め
に
は
、
此
の
一
寓
戸
の
農
家
は
大
部
分
此
の
制
度
に
よ
っ
て
土
地
を
獲
紺
せ
し
む
る
と
と
が
必
要
怒
り
と

信
や
る
も
の
で
あ
る
。

回
、
島
民
所
有
地
の
問
題

更
に
島
民
の
所
有
す
る
土
地
は
前
表
並
に
次
表
に
一
不
す
如
く
、
二
四
、
八
五

O
筆
、
五

O
、
六
三
七
町
歩
に
し
て
群
島
全
土
の
四
分

の
一
に
建
す
、
之
れ
に
就
て
考
ふ
べ
き
と
と
は

一
、
島
民
は
現
在
之
れ
等
の
土
地
を
如
何
様
に
利
用
し
つ
L
あ
り
や
。

二
、
若
し
之
れ
を
充
分
に
利
用
す
る
所
な
し
と
す
れ
ば
速
か
に
之
れ
を
利
用
に
導
き
本
群
島
の
開
護
を
計
ら
ざ
る
べ
か
ら
守
。

三
、
而
し
て
若
し
島
氏
に
し
て
之
れ
を
震
す
能
は
や
J

と
す
れ
ば
我
岡
民
に
於
て
之
れ
を
篤
さ
ぽ
る
べ
か
ら
や
。

四
、
然
弘
ば
共
の
土
地
の
種
類
面
積
は
如
何
。

等
の
問
題
で
あ
る
、
而
し
て
島
民
の
土
地
利
用
の
現
情
如
何
の
問
題
に
就
て
は
未
だ
充
分
明
か
友
ら
ざ
る
所
で
あ
っ
て
土
地
調
賓

む
項
に
於
て
述
べ
た
る
如
く
越
か
に
詳
細
な
る
調
夜
研
究
を
裂
す
る
所
で
あ
る
が
然
し
就
に
行
は
れ
た
る
土
地
調
賓
の
結
果
に
よ
り

て
各
支
瞬
別
に
土
地
種
目
と
共
の
面
積
と
を
見
る
に
弐
表
の
如
し
。

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

四
九

南洋群島問登調査委員舎答申 C昭和十年十月)(12頁〉1) 



種不

雑牧林池主義枇宅相E畑FfI

明

計

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

各

支

膳

別

島

民

有

地

地

目

別

面

積

表

ノ、

類

サ

イ

パ

ン

ヤ

町
民
畝
歩
一

一五・六{]口
O

一

J
5
一・旦九一一
o
一

、一一党・八九=占一

昌一旦・九ハロ占一

-
O
回〔)回一

II1フ

八五(〕・九口
D
-

一コ旦穴・。一色穴

・昌一一一回一ー:
=
、
固
さ
・
一
一
八
一
九

、 、
三民 件.- -1:::; .:::::=. IZヨ

五一昌 三本 g 巴三 5ミJ ラ
茜古室員完完さ交 S盟副由
三 g 百三ミ孟 2豆孟主宰劉ソ

ト

ラ

町lツ
liil 

!畝1'7
歩|

ポ

ナ

ペ

キ

ル

ー

ト

一

ム

口

町

反

畝

歩

一

町

反

臥

歩

一

三去一・高
o-
一

一

!

=玄八・八九
O
Z
一

車、軍一-一七・回当一一一

一豆穴・一革一三一

一一・
5
4
一=一

・六一二四一

・回一二旦一

六、一雪石・
D
O
一一一

回・六一品一宗一

旦・五』
2

一回一

耳、一一屯・八一一一。

-e I -e 、l 、
"" I "" - ，一一1 ー. ， . 
E諸島 l 主主

一ー一一'一一'ープて l フ句一一一、
デて
= ープて. 
一一ノ、
一主主

計

町
反
畝
歩
み

六車四・七一〔}主

一、八九旦・
O

九一一
C
ニ

九、四一夫・
0

・六O
星一

一完回・三一一室

呈-一しささ

四・四一己占一

・四七
O

一一

八、占一一・九五一英一

=回ユ・=-h{〕一一一

一・一(〕(〕正一一一・耳回=六一

1
一
完
、
景
子
穴
一
一
車
一

一
・
室
回
一
吾
、
六
手
柔
O

一-一点宍一一一
.一九ニ八

五

O 
% 

一--7白
星・右四
八・穴回
0

・ZA
0

・0
一

0

・0
一

品

-zo

o-
四八
0

・0一一

軍
八
・

o=

0
0

・ca

即
ち
未
だ
調
奈
の
完
了
せ
ざ
る
ヤ
ツ
プ
、
ト
ラ
ッ
ク
二
島
に
於
伐
る
二
九
、
三
八
三
町
歩
を
除
き
た
る
一
二
、
二
五
四
町
歩
の
土
地

昌、四九八・一六一九一一二、固さ一・己八一九

一
、
八
九
三
時
歩
の
畑
之
れ
に
亙
ぎ
共

の
他
は
著
る
し
か
ら
や
、
蓋
し
島
民
の
生
活
上
郁
子
園
は
重
要
な
る
も
の
に
し
て
第
一
位
を
占
む
る
は
偶
然
に
・
あ
ち
ゃ
、
然
し
第
二

に
就
て
見
る
に
九
、
四
三
八
町
歩
の
郁
子
園
を
以
て
長
高
と
し
、

八
、
七
一
一
町
歩
の
林
野
、

位
の
林
野
た
る
も
の
は
果
し
て
如
何
様
に
彼
れ
等
の
生
活
叉
は
経
梼
上
に
利
用
さ
れ
つ

L
b
る
や
、
或
は
翠
に
之
れ
を
所
有
す
る
に

過
ぎ
守
し
て
、
多
く
利
用
の
詮
を
有
せ
ざ
る
も
の
と
考
へ
ら
る
L
所
で
あ
る
。
又
岡
、
畑
は
或
は
グ
ロ
芋
、
共
の
他
若
干
の
食
用
植

物
の
栽
培
に
利
用
さ
れ
つ

L
あ
り
と
雌
も
共
の
耕
作
方
法
の
如
き
は
全
く
原
始
的
に
し
て
極
め
て
幼
稚
な
る
利
用
法
と
謂
は
ざ
る
べ

か
ら
や
、
従
う
て
島
民
の
之
れ
等
土
地
利
用
法
は
未
だ
充
分
完
全
の
も
の
に
あ
ら
や
し
て
、
共
鹿
に
多
く
の
徐
裕
を
見
出
す
も
の
と



謂
は
ざ
る
べ
か
ら
や
、
而
も
彼
れ
等
は
近
来
大
い
に
覚
醒
す
る
所
あ
り
と
離
も
依
然
と
し
て
簡
易
な
る
生
活
に
甘
ん
じ
努
働
を
好
ま

ざ
る
の
傾
②
る
を
以
て
之
れ
等
の
土
地
友
会
部
彼
れ
等
の
所
有
に
蹄
属
せ
し
め
て
何
等
の
開
殻
利
用
を
計
ら
ざ
る
と
と
は
不
可
な
り
、

此
慮
に
於
て
彼
れ
等
の
生
活
を
脅
か
す
と
と
な
き
最
小
限
度
の
土
地
を
彼
れ
等
に
輿
え
て
、
時
間
飴
白
土
地
は
速
か
に
我
が
閣
民
の
手

に
よ
り
て
開
護
利
用
に
導
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
今
昭
和
十
二
年
四
月
一
日
の
現
在
に
於
け
る
島
民
数
を
見
る
に
チ
ヤ
モ
ロ
族

一
二
、
六
六
八
人
、
カ
ナ
カ
族
四
七
、

O
七
三
人
、
計
五

O
、
七
四
一
人
た
り
と
云
ふ
、
然
ら
ば
彼
れ
等
は
一
入
賞
り
約
一
町
歩
の
土
地

を
所
有
す
る
の
理
念
り
、
之
れ
は
や
L
過
大
に
し
て
之
れ
等
の
土
地
全
部
を
彼
れ
等
に
所
有
せ
し
む
る
と
と
は
絶
封
に
必
要
な
し
と

信
や
る
も
の
で
る
る
。
然
ら
ば
幾
何
の
土
地
を
彼
れ
等
に
奥
ふ
べ
き
ゃ
と
云
ふ
に
余
は
別
に
越
ぷ
る
所
の
如
く
に
し
て
、
土
人
は
一

人
営
り
四
反
歩
の
土
地
を
以
て
充
分
た
り
と
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
彼
れ
等
の
矯
め
に
必
要
と
す
る
土
地
は
二
高
町
歩
に
し

て
彼
れ
等
の
所
有
す
る
五
高
町
歩
の
内
三
高
町
歩
は
飴
裕
を
見
る
と
と
が
出
来
る
と
思
ふ
。
而
し
て
之
れ
は
買
牧
共
の
他
白
方
法
に

よ
り
て
一
度
南
洋
聴
の
手
に
取
り
上
げ
、
後
之
れ
を
植
民
者
に
底
分
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
勿
論
此
の
際
土
人
と
植
民
者
と
の
聞
に

直
接
自
由
の
取
引
を
も
考
へ
ら
る
L

所
な
る
が
由
来
土
人
は
文
化
低
く
植
民
者
に
よ
り
て
債
格
、
面
積
、
手
績
等
に
就
き
公
正
を
期

し
難
き
も
の
あ
る
を
以
て
政
府
が
其
の
中
聞
に
介
入
し
て
一
旦
之
れ
を
資
牧
し
て
後
、
企
業
者
に
鹿
分
す
る
の
方
法
を
採
ら
ざ
る
ぺ

か
ら
や
、
而
し
て
若
し
岡
家
換
算
の
関
係
等
よ
り
閤
家
が
直
接
之
れ
を
行
ふ
と
と
能
は
や
と
す
れ
ば
牟
官
牟
民
に
し
て
充
分
た
る
園

家
の
監
督
下
に
あ
る
合
祉
の
如
き
も
の
L

手
を
通
し
て
行
は
し
む
べ
き
も
の
に
し
て
決
し
て
翠
に
自
己
の
替
利
の
み
を
目
的
と
す
る

企
業
者
を
し
て
直
接
に
行
は
し
む
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

玉
、
結

論

以
上
余
は
南
洋
群
島
の
主
要
な
る
土
地
問
題
三
つ
に
就
き
大
要
を
研
究
仁
た
る
が
、
此
底
に
之
れ
を
要
約
す
れ
ば
、
南
洋
群
島
が

我
閣
に
よ
っ
て
占
領
せ
ら
る
L

や
我
闘
は
多
大
の
努
力
と
探
き
注
意
と
を
以
っ
て
土
地
の
調
茶
を
行
ひ
、
共
の
大
部
分
は
完
了
し
た

南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

五



南
洋
群
島
に
於
け
る
土
地
問
題

至E

る
も
の
に
し
て
、
共
の
結
果
に
よ
れ
ば
土
地
は
官
有
、
邦
外
人
、
島
氏
者
の
三
者
に
分
れ
、
官
有
地
と
島
民
有
地
が
大
部
分
を
占
め

て
居
る
。
従
っ
て
南
洋
群
島
の
土
地
問
題
は
之
れ
等
雨
種
の
土
地
に
存
在
ず
る
も
の
と
一
再
ふ
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
農
業
趨
地
は
見

積
に
於
て
七
寓
一
千
町
歩
と
せ
ら
れ
、
現
在
の
農
耕
地
は
瓦
高
四
千
町
歩
在
り
と
云
へ
ば
、
将
来
に
残
す
所
僅
か
に
一
高
六
千
町
歩

に
過
ぎ
歩
、
然
れ
ど
も
之
れ
乞
集
約
に
粧
替
す
る
と
と
に
よ
り
て
、
山
間
ほ
多
く
の
将
来
を
有
す
る
も
の
と
考
へ
ら
る
。
而
し
て
叉
現

在
植
民
遁
地
と
し
て
調
夜
直
劃
せ
る
も
の
七
千
町
歩
、
千
四
百
戸
分
あ
り
て
、
就
に
若
干
の
入
植
を
・
な
し
た
る
も
将
来
向
ほ
農
民
の

移
植
に
就
て
は
大
い
に
努
力
す
べ
き
も
の
が
b
る
。
弐
に
又
・
本
・
群
島
の
大
部
分
を
占
む
る
官
有
地
の
利
用
に
就
て
見
る
に
、
之
れ
を

企
業
家
に
貸
付
す
る
も
の
と
、
農
業
移
住
者
に
分
譲
す
る
も
の
と
こ
種
の
力
法
が
行
は
れ
て
居
る
も
、
卑
見
を
以
っ
て
す
れ
ば
勿
論

南
洋
群
島
は
栽
植
々
民
地
に
し
て
遁
切
な
る
之
れ
が
割
策
を
必
要
と
す
る
も
、
m
単
な
る
栽
植
々
民
地
に
あ
ら
や
、
根
操
植
民
地
と
し

て
も
極
め
て
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
に
し
て
、
共
慮
に
出
来
る
丈
け
多
数
の
園
民
b
L
移
住
定
着
せ
し
む
る
と
と
が
極
め
て
必

要
で
あ
る
故
に
他
方
に
於
て
図
民
の
移
住
植
民
地
と
し
て
趨
切
な
る
方
策
を
加
味
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
る
を
以
て
、
土
地
政

策
に
は
深
茜
白
注
意
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
移
住
政
策
を
加
味
す
る
矯
め
に
は
、
必
や
や
土
地
を
農
業
者
に
介
護

し
て
完
全
一
な
る
土
地
所
有
躍
を
確
保
せ
し
む
る
と
と
が
最
も
必
要
友
り
と
信
や
る
も
の
で
あ
る
。
従
づ
て
現
在
多
く
の
合
祉
に
貸
興

せ
る
土
地
の
如
き
も
将
来
は
趨
嘗
の
手
段
を
講
じ
て
漸
次
、
農
業
者
に
蹄
嵐
せ
し
む
る
様
に
努
む
べ
き
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
，
択
に
叉
島
民
の
所
有
地
は
彼
れ
等
の
利
用
能
力
に
比
し
て
著
し
く
過
大
友
り
と
思
は
る
L

を
以
っ
て
共
の
飴
剰
に
し
て
利
用
充

分
な
ら
ざ
る
部
分
は
貿
牧
、
共
の
他
埴
常
の
手
段
に
よ
り
て
一
日
一
之
れ
を
政
府
の
手
に
移
し
、
更
に
之
れ
を
移
住
者
共
む
他
趨
首
な

る
農
業
経
替
者
に
分
配
利
用
せ
し
む
る
と
と
の
必
要
を
認
む
る
も
の
で
る
る
。


